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情 報 通 信 政 策 部 会 報 告  

 

平成１７年７月２９日 

 

 

１．審議体制 

情報通信政策部会は、諮問事項について、効率的に調査審議を進めていくために、

３つの委員会を設置。 

 

○インターネット利用高度化委員会（平成 13 年 3 月 28 日設置） 

   「２１世紀におけるインターネット政策の在り方について」（平成１３年諮問 

第３号）に関し、専門的な事項の調査を行う。 

 

○インターネット基盤委員会（平成 13 年 3 月 28 日設置） 

「２１世紀におけるインターネット政策の在り方について」（平成１３年諮問 

第３号）に関し、専門的な事項の調査を行う。 

 

○地上デジタル放送推進に関する検討委員会（平成 16 年 2 月 10 日設置） 

「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」

（平成１６年諮問第８号）に関し、専門的な事項の調査を行う。 
 

２．会議の開催状況 

前回の報告【総会（平成 16 年 7 月 28 日）】以降、会議の開催状況は以下のとおり。 

○情報通信政策部会 

第１６回 平成１７年１月１２日開催 

第１７回 平成１７年３月 ８日開催 

第１８回 平成１７年４月１４日開催 

第１９回 平成１７年７月２８日開催   計４回 

 

○地上デジタル放送推進に関する検討委員会 

９回開催（第７回～第１５回） 

資料４



 ２

 

３．部会の審議内容 

【答申案件】 

開催年月日 審 議 事 項 概   要 

平成 17 年 3 月 8 日 

（第１７回） 

○特定通信・放送開発事業実施円滑化

法の実施指針の変更について（平成

16 年 3 月 8 日諮問第１１３４号）

 

○身体障害者の利便の増進に資する

通信・放送身体障害者利用円滑化事

業の推進に関する法律の基本方針

の変更について（平成 16 年 3 月 8

日諮問第１１３５号） 

 
 

特殊法人等整理合理化

計画」（平成１３年１２月

１９日閣議決定）におい

て、通信・放送機構（当

時）に対して、通信・放

送事業者に対する助成等

について、「国が明確な政

策目標を定め、合わせて

当該目標が達成された場

合又は一定期間後には助

成措置を終了することを

明記し、さらに事後評価

を行い、その評価結果を

踏まえて助成のあり方を

適時見直す。」と言及され

ており、総務省が情報通

信審議会において意見を

聴かなければならない事

項とされている、実施指

針の変更および基本方針

の変更について諮問され

たもの。 
審議の結果、諮問のと

おり変更することが適当

である旨、答申を行った。
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【報告案件】 

開催年月日 審 議 事 項 概   要 

平成 17 年 1 月 12 日

（第１６回） 

○「地上デジタル放送の利活用の在り

方と行政の果たすべき役割」につい

て 

 

昨年７月の審議会の中

間答申における提言を受

けて、総務省では、施策

の具体化を図るべく、「地

上デジタル放送公共アプ

リケーションパイロット

事業」などの予算要求を

行っていたところ、昨年

末に内示があり、全体で

２２．７億円の内示額と

なった、との報告が総務

省からあった。 

平成 17 年 4 月 14 日

（第１８回） 

 

○「地上デジタル放送の利活用の在り

方と行政の果たすべき役割」（平成

16 年 1 月 28 日諮問第８号）に関す

る検討状況について 
 

平成１６年７月に出さ

れた第１次中間答申の提

言を受けて、平成１７年度

予算で措置された「実証実

験」において検証すべき課

題及び地上デジタル放送

の利活用の推進について、

検討を行ってきたが、今

回、村井臨時委員（地上デ

ジタル放送推進に関する

検討委員会主査）から報告

があった。 
 

平成 17 年 4 月 14 日

（第１８回） 

 

○放送局に対する外資規制について これまで、電波法にお

いて放送局に対し、外資

の直接出資について規制

していたが、今般、外資

規制の実効性を確保する

ため、間接出資について

も規制の対象とする旨

の、法改正を行うことに

ついて、その内容の説明

があった。 
審議会では、本件につ

いて了承した。 
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開催年月日 審 議 事 項 概   要 

平成 17 年 7 月 28 日

（第１９回） 

○「地上デジタル放送の利活用の在り

方と行政の果たすべき役割」につい

て 

 

昨年１２月の審議再開

より、「地上デジタル放送

推進に関する検討委員

会」において第２次中間

答申に向けて審議を行っ

てきたが、今回、大山委

員（地上デジタル放送推

進に関する検討委員会主

査代理）から、第２次中

間答申案の説明があっ

た。 
審議の結果、同答申案を

了承し、総会へ提案するこ

ととなった。 
 

 


